
第

四
章

身
体
障
害
者
福

祉
ホ
ー
ム

（
第

二
十

六
条
－

第

t
一十

九
条
）

第

五
章

身
体
障
害
者
授
産
施

設

（
第

三
十
条
－
第

三

十

四
条
）

第
六
章

身

体
障

害
者

福
祉

セ

ン
タ
ー

（
第

三
十
五

条
－

第
三
十
九
条
）

第
七
章

補
装
具
製
作
施

設

（
第

四
十
条
－
第

四
十

三

条
）

第
八
草

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

（
第

四
十

四

条
－
第

四
十
七
粂
）

附
則

第一章総則（
趣
旨
）

第

一
集

身
体
障
害
者
福
祉
法

（
昭
和

二
十

四
年
法
律
第

二
百
八
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と

い
う
。
）
第

二
十
八
条

第

一
項

の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

の

設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
は
、

こ
の
省
令

の
定
め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

（
基
本
方
針
）

第

二
考

1身

価
障
害
者
更
生
援
護
施
設
は
、
入
所
者
又
は

利
用
者

（
以
下

こ
の
章
に
お

い
て

「
入
所
者
等
」

と
い

う
J

に
対
し
、

健
全
な
層
境

の
下

で
、
社
会
福
祉
事
業

に
関
す
る
熱
意
及
び
能
力
を
有
す
る
職
員
に
よ
る
適
切

な
処
遇
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
設
備
の

一
般
原
則
）

第
三
集

身

体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
配
置
、
構

造
及

び

設
備
は
、

入
所
者
等
の
特
性
に
応
じ
て
工
夫
さ
れ
、

か

つ
、

日
照
、
採

光
、
換

気
等
の
入
所
者
等
の
保
健

衛

生
に
関
す

る
事
項
及
び
防

災
に

つ
い
て
十

分
考
慮

さ
れ

た

も

の

で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

2

身
体
障
害
者

更
生
援
護
施

設

（
身

体
障
害
者
福
祉

セ

ン
タ
ー

（
第

三
十

六
条
に
規

定
す

る
障
害
者

更
生

セ
ン

タ
ー

を
除

く
。
）
を
除

く
。
）
の
建
物

（
入
所
者
等

の
日
常

生

活

の
た

め
に
使

用
し

な

い
附
属

の
建
物

を
除
く
。
）

は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和

二
十

五
年
法
律
第

二
百

一
号
）

第

二
粂
第
九
号

の
二
に
規
定

す
る
耐
火
建
築
物

又
は
同

条
第
九
号

の
三
に
規
定
す

る
準
耐

火
建
築
物

で
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。

た
だ
し
、

適
所
に
よ
る
入
所
者
の
み
を

対
象

と
す

る

施

設

に

あ

っ
て

は
、

こ

の

限

り

で

な

い
。

（
設
備

の
専
用
）

第

四
条

身
体

障
害

者
更
生
援
護
施

設
の
設
備

は
、
専

ら

当
該
身
体
障

害
者

更
生
援
護
施
設

の
用
に
供
す

る
も
の

で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

た
だ
し
、

入
所
者
等

の
処

遇

に
支

障

が

な

い

場
合

は
、

こ

の
限

り

で
な

い
。

（
職
員

の
専
従
）

第

五
条

身
体
障
害
者

更
生
援
護
施
設

の
職
員

は
、
専

ら

当
該
身
体
障
害
者

更
生
援
護
施
設

の
職
務

に
従
事
す

る

着

で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
等

の
処

遇

に
支
障

が
な

い
場
合
は
、

こ
の
限
り

で
な

い
。

（
非
常
災
害
対
策
）

第
六
条

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
は
、
消
火
設
備

そ

の
他

の
非
常
災
害

に
際
し

て
必
要
な
設
備
を
設
け

る
と

と
も
に
、
非
常
災
害

に
関
す

る
具
体
的
計
画
を
立

て
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
は
、

非
常
災
害
に
備
え

る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
出
そ

の
他
必
要
な
訓
練

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
記
録

の
整
備
）

第
七
集

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
は
、
設
備
、
職
員
、

会
計
及
び
入
所
者
等

の
処
遇

の
状
況
に
関
す
る
諸
記
録

を
整

備
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
章

身
体
障
害
者
更
生
施
設

（
規
模
）

第
八
集

身
体
障
害
者
更
生
施
設
は
、

三
十
人
以
上
の
人

員
を
入
所
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
規
模

を
有
す
る
も
の

で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

（
設

備

の
基

盤
T）

第
九
条

身
体

障
害
者

更
生
施

設
に
は
、

次
の
各
号
に
掲

げ

る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

た
だ

し
、

他

の
社
会
福
祉

施
設
等

の
設
備

を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
り

当
該
身
体
障
害

者
更
生
施
設

の
効
果
的

な
運
営

を
期
待

す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合

で
あ

っ
て
、

入
所
者

の
処
遇

に
支
障

が
な

い
と
き
は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
設
備

の

一
部

を

設
け

な

い

こ

と

が

で
き

る
。
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一

居
室

二

静
養
童

三

食
堂

四

浴
室

五

洗
面
所

六

便
所

七

調
理
室

八

洗
濯
室

九

事
務
室

十

相
談
室

2

前
項
各

号
に
掲
げ

る
設
備

の
基
準
は
、
次

の
と
お
り

と
す

る
。

一

居
室

イ

一
の
居
室

の
定

員
は
、
四
人

以
下
と
す

る
こ
と
。

ロ

地

階

に

設

け

て

は

な

ら

な

い

こ

と
。

ハ

入
所
者

一
人
当

た
り
の
床

面
積

は
、
収

納
設
備

等

を
除
き
、

三
・

三
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

こ

と
。

ニ

ー
以
上

の
出
入

口
は
、

避
難
上
有
効
な
空
地
、

廊
下
又
は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け
る
こ
と
。

二

便
所

居
室

の
あ
る
階
ご

と
に
男
子
用
と
女
子
用
を
別
に

＼

設

け

る

こ
と
。

三

相
談
墓

室
内

に
お
け

る
談
話

の
漏
え

い
を
防
ぐ
た
め

の
間

仕
切

り
等
を
設
け
る

こ
と
。

3

肢
体

不
自
由
者
更
生
施
設

（
身
体
障
害
者
更
生
施
設

の
う
ち
肢
体
不
自
由
者

を
入
所
さ

せ
る
も

の
を

い
う
。

以
下
同

じ
。
）
に
は
」
第

一
項
各
号

に
掲
げ

る
設
備

の
ほ

か
、

医
務
室
、

理
学
療
法
室
、
職
能
判
定
室
、
職
業
訓

練
室
、

運
動
療
法
室
兼
作
業
療
法
室
及
び

屋
外
運

動
場

を
設
け
、

治
療

及
び
訓
練

に
必
要

な
機
械

器
具
等

を
備

え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

4

視
覚

障
害
者

更
生
施

設

（
身
体
障
害
者

更
生

施
設
の

う
ち
視
覚
障
害
者

を
入
所

さ
せ
る
も
の
を
い
う
。

以
下

同
じ
。
）
に
は
、

第

一
項
各
号
に
掲
げ

る
設
備
の
は
か
、

医
務
室
、

職
業

訓
練
室
、

図
書

室
及
び

屋
外
運
動
場
を

設
け
、

治
療
及
び

訓
練

に
必
要
な
機
械

器
具
及
び
点
字

図
書
等
を
備
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

5

聴
覚
・

言
誇
障
害
者
更
生
施
設

（
身
体
障
害
者
更
生

施
設

の
う
ち
聴
覚
・
言
辞
障
害
者

（
聴
覚
、
言
語
機
能

又
は
音
声
機
能

の
障
害
の
た
め
、
音
声
言
爵
に
よ
り
意

思
疎
通
を
図

る
こ
と
に
支
障
が
あ

る
身
体
障
害
者
を

い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
入
所
さ
せ
る
も

の
を

い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
は
、
第

一
項
各
号
に
掲
げ

る
設
備

の
ほ
か
、

医
務
室
及
び
職
業
訓
練
室
を
設
け
、
治
療
及
び
訓
練

に

必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

6

内
部
障
害
者
更
生
施
設

（
身
体
障
害
者
更
生
施
設

の

う
ち
内
臓

の
機
能

に
障
害

の
あ

る
者

を
入
所

さ
せ
る
も

の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
は
、
第

一
項
各

号
に
掲
げ

る
設
備

の
ほ
か
、

医
務
室
、

理
学
療
法
室
兼
作
業
療
法

童
、
職
業

訓
練
室
、
職
能
判
定
童
、
娯
楽
室
、
講
堂

及

び
宿
直
室

を
設
け
、
治
療

及
び

訓
練

に
必

要
な
機
械

器

具
等

を
備

え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

7

重
度
身
体
障
害
者

更
生
援

護
施

設

（
身

体
障
害

者
更

生
施

設
の
う
ち
重
度

の
肢
体

不
自

由
者
又
は
内
臓
の
機

能

に
重
度

の
障
害

の
あ
る
者

を
入
所
さ
せ
る
も
の
を
い

う
。

以
下
同
じ
。
）
に
は
、

第

一
項
及
び
第
三
項
又
は
前

項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

集
会
室
を
設
け
な
け
れ

ば

な

ら

な

い
。

8

前
各
項
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
身
体
障
害
者
更

生
施
設

の
設
備

の
基
準
は
、

次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ

る
。

一

廊
下

の
幅
は
、

一
・
八

メ
ー
ト

ル
以
上
と
す

る
こ

と
。

二

肢
体
不
自
由
者
更
生
施
設
及
び
視
覚
障
害
者
更
生

施
設
に
は
、
浴
室
及
び
便
所

の
手
す
り
等

の
身
体

の

機
能

の
不
自
由
を
助
け

る
設
備

を
設
け

る
こ
と
。

三

内
部
障
害
者
更
生
施
設

に
は
、
適
当

な
場
所

に
汚

物
処
理
設
備

を
設
け

る
こ
と
。

四

重
度
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施

設
に

つ
い
て
は
、

第

一
号

及
び
第

二
項
第

一
号
ハ
の
規
定

に
か
か
わ
ら

ず
、
廊
下

の
幅

は
、

二

ニ

ーメ
ー

ト
ル
以
上
と
し
、

入
所
者

一
人
当

た
り
の
居
室

の
床
面
積

は
、

収
納
設

備

等
を
除

き
、

六
・
六

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

こ

と
。

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
十
条

肢

体
不
自

由
者
更

生
施
設
に
は
、

次
の
各
号
に

掲
げ

る
職

員
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

一

施
設
長

二

医
師

三

看

護
婦

四

理
学
療
法
士

五

作
業
療
法
士

六

心
理
判
定
員

七

職
能
判
定
員

八

あ
ん
摩

マ
ッ
サ
ー
ジ
指

圧
師

九

職
業
指
導
員

十

生
活
指
導
員

2

視
覚
障
害
者
更
生
施

設
に
は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る

職
員

を
置

か
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

一

施
設
長

二

医
師

三

看
護
婦

四

職
業
指
導

員

五

生

活
指
導

員

3

聴
覚
・
言

語
障
害

者
更
生
施
設
に
は
、
次

の
各
号

に

掲
げ

る
職
貞

を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
中

一

施
設
長

二

医
師

三

看
護
婦

四

心
理
判
定

員

五

職
能
判
定
員

六

聴
能
訓
練
師

七

職
業
指
導
員

八

生
活
指
導
員

4

内
部
障
害
者
更
生
施
設
に

は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る

職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

施
設
長

二

医
師

三

保
健
婦

又
は
看
護

婦

四

作
業
療
法

士

五

心
理
判
定

員

六

職
能
判
定

員

七

職
業
指
導

員

八

生

活
指

導
員

5

重

度
身
体
障

害
者

更
生
援
護
施
設
に
は
、

次
の
各

号

に
掲
げ

る
職

員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
長

二

医

師

三

看
護
婦

四

介
護
職
員

五

理
学
療
法
士

六

作
業
療
法
士

七

心
理
判
定
員

八

あ
ん
摩

マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師

九

生
活
指
導
員

6

視
覚
障
害
者
更
生
施
設

に
置
か
れ
る
職
業
指
導
員

又

は
生
活
指
導
員

の
う
ち
、

一
人

以
上
は
、
点
字

の
指
導

を
行
う

こ
と
が
で
き
る
着

で
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

7

聴
覚

二
言
請
障

害
者

更
生
施
設

に
置

か
れ
る
生

活
指

導

員
の
う
ち
、

一
人
以
上
は
、

口
話

又
は
手
話

の
指
導

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者

で
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

8

内

部
障

害
者

更
生
施

設
に
置

か
れ

る
生

活
指
導
員

は
、
法
第

十

二
条
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該

当
す

る
者
又

は
社
会

福
祉
事

業
法

（
昭
和
二
十

六
年

法
律
第

四
十
五

号
）
第

十
八
粂
第

一
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該

当
す
る

着
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

9

内
部
障
害
者
更
生
施
設

の
う
ち
心
臓

の
機
能
に
障
害

の
あ
る
者
を
入
所
さ
せ
る
も

の
に
置
か
れ
る
医
師
は
、

心
臓
疾
患

の
治
療

に
関
し

て
相
当

の
学
識
経
験
を
有
す

る
着
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

10

重
度
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
に
置
か
れ

る
看
護

婦
、
介
護
職
員
、

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
心
理

判
定
員
、
あ

ん
摩

マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
及
び
生
活
指
導

．

貞

の
総
数

は
、

通
じ
て
お
お
む
ね

入
所
者

の
数

を
四

・

一
で
除
し

て
得

た
数

以
上
と
す

る
。

（
職
員

の
資
格

要
件
）

第
十

一
条

施
設

長
は
、

医
師
、
特
殊
教
育
諸
学
校

（
盲

l
つ
ス
ノ

学
校
、
聾
学
校

又
は
養
護

学
校

を
い
う
。

以
下

こ
の
粂

に
お
い
て
同
じ
J

の
長
で
あ

っ
た
者
、
特
殊
教

育
諸
学

校
の
教

育
職

員

の
免
許

状
を
有
す

る
着

で
あ

っ
て
当
該

分
野
に
お
け
る
三
年
以
上
の
福

祉
若

し
く
は
教

育
の
経

験
を
有

す
る
も

の
、
身
体
障
害
者

福
祉
司
若
し
く
は
社

会
福
祉
主
事
と
し
て
五
年
以
上
勤
務
し
た
音
叉
は
こ
れ

ら
と
同
等
以
上

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
看
で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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（
管

理
規
程
）

第

十
二
条

身

体
障
害
者

更
生
施

設
は
、

入
所
者

に
対
す

る
処

遇
方
法
、

入
所
者

が
守

る
べ
き
規
律

そ
の
他
施

設

の
管

理
に

つ
い
て
の
重

要
事
項

に
関
す

る
規
程

を
定

め

て
お

か

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

（
総
合
診
断

の
た
め

の
会
議
）

第
十

三
集

身
体
障
害
者
更
生
施
設
は
、

入
所
者

の
更
生

援
護

に
関
す

る
具
体
的
措
置
を
決
定
し
、
及
び

そ
の
円

滑
な
実
施
．を
図

る
た
め
、
必
要
な
時
期
に
総
合
診
断

の

た
め

の
会
議
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
生
活
指
導
等
）

第
十
四
条

身
体
障
害
者
更
生
施
設
は
、

入
所
者
が
社
会

生
活

へ
の
適
応
性
を
高
め
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通

じ
て
生
活
指
導
を
行

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2

身

体
障
害

者
更
生
施

設
は
、

教
養
娯

楽
設
備

等
を
備

え

る

ほ

か
、

適

宜

入
所

者

の

た

め

の

レ

ク

リ

エ
ー

シ

ョ

ン
行
事

を
行

わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
給
食
）

第
十

五
条

給
食

は
、
食

品
の
種
類
及
び

調
理
方
法

に

つ

し

い
て
栄
養
並
び

に
入
所
者

の
身
体
的
状
況
及
び
嗜
好

を

考

慮

し

た
も

の

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

2

調
理

は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従

っ
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

3

栄
養
士
を
置
か
な
い
身
体
障
害
者
更
生
施
設
に
あ

っ

て
は
、
献
立

の
内
容
、

栄
養
価

の
算
定
及
び
調
理

の
方

法
に

つ
い
て
保
健
所
等

の
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

．

（
“健
康
管
理
）

第

十
六
条

入
所
者
に

つ
い
て
は
、
毎
年

二
回
以
上
定
期

に
健
康

診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

（
衛
生
管

理
）

第
十

七
集

1身
体
障
害
者
更
生
施
設

は
、

入
所
者

の
使

用

す

る
食
器

そ
の
他

の
設
備

又
は
飲
用
に
供
す

る
水

に
つ

い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、

又
は
衛
生
上
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

身
体
障
害
者
更
生
施
設
は
、
当
該
身
体
障
害
者
更
生

施
設
に
お

い
て
感
染
症
が
発
生
し
、

又
は
ま
ん
延
し
な

い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な

ら

な

い
。

第

三
章

身

体
障
害

者
療
護
施
設

（
規
模
）

第

十
八
集

身
体
障
害
者
療

諸
施

設
は
、
三
十

人
以
上
（
老

人
福
祉
法

（
昭
和

三
十

八
年
法
律

第
百
三
十
三
号
）
第

二
十
条

の
五
に
規
定
す

る
特

別
養

護
老

人
ホ
ー

ム
に
併

設
す

る
場
合

に
あ

っ
て
は
、
十

人
以
上
）

の
人
員

を
入

所

さ

せ

る

こ
と

が

で
き

る

規

模

を
有

す

る

も

の

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

（
設
備

の
基
準
）

第
十
九
条

身
体
障
害
者

療
諸
施
設

に
は
、
次

の
各
号
に

掲
げ

る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、

他

の
社
会
福
祉
施
設
等

の
設
備
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ

り
当
該
身

体
障
害
者
療
護

施
設

の
効
果
的
な
運
営
を
期

待

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

で
あ

っ
て
、

入
所

者

の
処

遇
に
支
障

が
な
い
と
き
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
設
備

の

一
部

を

設

け
な

い

こ
と

が

で

き

る
。

一

居
室

二

静
養
室

三

食
堂

四

浴
室

五

洗
面
所

六

便
所

七

医
務
室

八

調
理
室

九

看
護
職
員
童

十

介
欝
職
員
室

十

一

機

能
訓
練
室

十

二

洗

濯
室

十

三

事
務
室

十

四

宿
直
室

十

五

相
談
室

十
六

集
会
室

2

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備

の
基
準
は
、
次

の
と
お
り

と
す

る
。

一

居
室

イ

一
の
居
室

の
定
員
は
、
四
人
以
下
と
す
る

こ
と
。

ロ

地

階

に

設

け

て

は

な

ら

な

い

こ
と
。

ハ

入
所
者

一
人
当
た
り

の
床
面
積
は
、

収
納
設
備

等
を
除

き
、

六
・

六
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る

こ

と
。

こ

特
殊
寝
台

又
は
こ
れ
に
代

わ
る
設
備

を
備
え

る

こ
と

。

ホ

一
以
上

の
出

入
口
は
、
避
難

上
有
効
な
空
地
、

廊
下

又
は
広
間

に
直
接

面
し

て
設
け

る
こ
と
。

へ

入

所

者

の
身

の

回
り

晶
を

収

納

す

る

こ
と

が

で

き
る
収
納
設
備

を
設
け

る
こ
と
。

二

静
養
宝

前

号

二
及

び

へ
に

定

め

る
と

こ

ろ
に

よ

る

こ

と
。

三

浴
室

入
浴

に
介
助
を
必
要
と
す
る
者

の
入
浴
に
適

し
た

特

別
浴
槽

等
を
備
え
る
こ
と
。

四

洗
面
所

居
室

の
あ
る
階
ご

と
に
設
け
る
こ
と
。

五

便
所

J

居
室

の
あ

る
階
ご
と

に
男
子

用
と
女
子
用
を
別
に

設
け
る

こ
と
。

六

医
務

凄

イ

医
療
法

（
昭
和

二
十

三
年
法
律
第

二
百
五
号
）

第

一
粂

の
五
第

二
項
に
規
定
す
る

診
療
所
と
す
る

こ
と
。

ロ

入
所

者
を
診
療
す
る
た
め
に
必
要
な
医
薬
品
及

び

医
療

用
具
を
備
え
る
ほ
か
、

必
要
に
応
じ
て
臨

床
検
査

設
備
を
設
け
る

こ
と
。

七

介
護
職

員
室

居
室

の
あ
る
階
ご

と
に
居
室

に
近
接
し

て
設
け

る

こ
と

。

八

相
談
室

室
内
に
お
け

る
談
話

の
漏
え

い
を
防
ぐ
た
め

の
間

仕
切
り
等
を
設
け

る
こ
と
。

前

二
項
に
規
定
す

る
も

の
の
ほ
か
、
身
体
障
害
者

療

護
施
設

の
設
備

の
基
準
は
、

次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ

る
。

一

廊

下
の
幅
は
、

二

ニ

ーメ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る
こ

と
。

二

廊
下
、

便
所
そ

の
他
必
要
な
場
所
に
常
夜
灯
を
設

け

る

こ

と
。

三

居
室
、

静
養
室
、

便
所

そ
の
他

入
所
者

が
日
常
使

用
す

る
設
備

に
は
、
ブ
ザ
ー

又
は
こ
れ
に
代

わ
る
設

備

を
設
け
る
こ
と
。

四

居
室
等

が
二
階

以
上
の
階

に
あ

る
場
合
は
、
傾
斜

路

又

は

エ

レ

ベ
ー

タ
ー

を

設

け

る

こ
と

。

五

適
当
な
場
所

に
汚
物
処
理
設
備
を
設
け
る

こ
と
。

（
職
員

の
配
置

の
基
準
）

第

二
十
条

身
体
障
害
者
療
護
施
設
に
は
、
次

の
各
号
に

掲
げ

る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

施
設
長

、

二

医

師

三

看
護
婦

四

介
護
職
員

五

理
学
療
法

士

六

生
活
指
導
員

2

前
項
に
掲
げ

る
職
員

の
一丁
ち
、
看
護
婦
、
介
簿
職
員
、

理
学
療
法
士
及
び
生
活
指
導
員

の
総
数
は
、
通
じ
て
お

お
む
ね
入
所
者

の
数
を

二

二

一で
除
し
て
得
た
数
以
上

と
す
る
。

（
職
員

の
資
格
要
件
）

第

二
十

一
条

施
設
長
は
、

社
会
福

祉
事
業

法
第
十

八
条

第

一
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す

る
者
若

し
く
は
社

会
福
祉
事
業

に

二
年
以
上
従
事

し
た
者

又
は
こ
れ
ら
と

同
等

以
上
の
能

力
を
有
す

る
と
認

め
ら
れ

る
着

で
な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

2

生
活
指
導
員

は
、
社
会
福
祉
事
業
法
第
十
八
条
第

一

項
各
号

の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
又
は

こ
れ
と
同
等

以
上

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
着
で
な
け
れ
ば

な

ら

な

い
。

（
入
浴
等
）

第

二
十
二
条

身

体
障
害
者
療
護
施

設
は
、

一
週

間
に
二

回
以
上
、

適
切
な
方
法
に
よ
り
、
入
所
者

を
入
浴
さ
せ
、

又
は
清

し
き
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
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（
勤
務
体
制

の
確
保
）

第

二
十

三
集

身
体
障
害
者
療
護
施
設

は
、
入
所
者

に
対

し
、
適

切
な
処

遇
を
行

う
こ
と

が
で
き

る
よ
う
、
職
員

の
勤
務

の
体
制

を
定
め

て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
協
力
病
院
）

第

二
十

四
条

身
体
障
害
者
療
護
施
設
は
、
入
院
治
療

を

必
要
と
す

る
入
所
者

の
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
協
力

病
院
を
定
め

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
準
用
）

第

二
十

五
条

第
十

二
条

か

ら
第
十

七
粂

ま
で

の
規

定

は
、

身
体
障
害
者
療
護
施
設
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

簾
田
章

身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム

（
規
模
）

第

二
十
六
条

身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
は
、

五
人
以
上

の
人
員
を
利
用
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
規
模

を
有
す
る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

（
設
備

の
基
準
）

第

二
十
七
集

身

体
障
害

者
福
祉

ホ
ー

ム
に
は
、

お
お
む

ね
次

の
各
号
に
掲
げ

る
設
備

を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

。
一

居
室

七六 五 四 三 二

浴
室

脱
衣
室

便
所

洗

濯
室

事
務
室

相
談
室

八

集
会
室
兼
談
話
室

九

管
理
人
室

2

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備

の
基
準
は
、
次

の
と
お
り

と
す
る
。

一

居
室

イ

原
則
と
し
て
、

個
室
と
す
る

こ
と
。

ロ

原
則
と
し
て
、

調
理
設
備
、
身

体
障
害
者
が
入

浴
す
る

の
に
適
し
た
浴
槽
、

脱
衣
場
及
び

便
所
を

設

け

る

こ
と
。

ハ

利

用
者

一
人
当
た

り
の
床

面
積

は
、
原

則
と
し

て
、
浴
槽

及
び
収
納
設
備
等

を
除

き
、
九
・

九
平

方

メ
ー
ト

ル
以
上
と
す

る
こ
と
。

二

相
談
室

室
内

に
お
け

る
談
話

の
漏
え

い
を
防
ぐ
た
め

の
間

仕
切
り
等
を
設
け
る

こ
と
。

三

集
会
室
兼
談
話
室

利
用
者

の
娯
楽
、

団
ら
ん

の
用
に
供
す

る
共
用

の

居
間
と
し
て
、
利
用
定
員
に
応
じ

て
適
当
な
広
さ
を

確
保
す

る
こ
と
。
・

（
職
員

の
配
置

の
基
盤
－）

第

二
十
八
集

身
体
障
害
者

福
祉
ホ
ー
ム
に
は
、

管
理
人

を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2

管
理
人
は
、
身

体
障
害

者
の
福
祉

の
増
進
に
熱
意
を

有
し
、
身

体
障
害
者
福

祉
ホ
ー
ム
を
適
切
に
運
営
す
る

能
力
を
有
す
る
着

で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第

二
十
九
条

第
十

二
条

の
規
定

は
、
身

体
障
害
者

福
祉

ホ

ー

ム

に

つ
い

て
姓
丁
用
す

る
。

第

五
さ
－

身
体
障
害
者
授
産

施
設

（
規
模
）

第

三
十
条

身
体
障
害
者
授
産
施

設
は
、
次

の
各
号

の
区

分

に
従

い
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
規
定
す

る
規
模

を

有
す

る
も

の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

身
体
障
害
者
授
産
施
設

（
身
体
障
害
者
授
産
施
設

の
う
ち
第

二
号

に
規
定
す

る
重
度
身
体
障
害
者
授
産

施
設
及
び
第

三
号
に
規
定
す

る
身
体
障
害
者
適
所
授

産
施
設

以
外

の
も

の
を

い
う
。
）

三
十

人
以
上

の
人

員
を
入
所
さ
せ

る
こ
と
が
で
き

る
規
模

二

重
度
身
体
障
害
者
授
産
施
設

（
身
体
障
害
者
授
産

施
設

の
う
ち
重
度

の
身
体
障
害
者
を
入
所
さ
せ

る
も

の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三
十
人
以
上

の
人
員
を

入

所

さ

せ

る

こ
と

が

で

き

る

規

模

三

身
体
障
害
者
通
所
授
産
施
設

（
身
体
障
害
者
授
産

施
設

の
う
ち
適
所
に
よ
る
入
所
者

の
み
を
対
象
と
す

る

も

の

を

い

う
。

以

下

同

じ
。
）

二
十

人

以

上

の
人

員
を
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
規
模

（
設
備

の
基
進
T）

第

三
十

一
条

身
体
障
害
者
授
産
施

設
の
う
ち
重
度
身
体

障
害
者
授
産
施
設

及
び
身
体
障
害
者

適
所
授
産
施
設

以

外

の
も

の
に
は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
設
備

を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

た
だ
し
、
他

の
社
会
福
祉
施
設
等

の
設
備
を
利
用
す

る
こ
と

に
よ
り
当
該
身
体
障
害
者
授

産
施
設

の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す

る
こ
と

が
で
き

る

場
合

で
あ

っ
て
、
入
所
者

の
処
遇

に
支
障
が
な

い
と
き

は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
設
備

の

一
部
を
設
け
な

い
こ

と

が

で
き

る

。

一

居
室

二

静
養
室

三

食
堂

四

浴
室

五

洗
面
所

六

便
所

七

調
理
室

八

洗
濯
室

九

作
業
室

▲

十

更
衣
室

十

一

事
務
董

十

二

相
談
室

2

重
度
身
体
障
害
者

授
産
施

設
に
は
、
次

の
各
号

に
掲

げ

る
設
備

を
設
け

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
他

の
社
会
福
祉
施
設
等

の
設
備

を
利

用
す

る
こ
と
に
よ

り

当
該
重
度
身
体
障
害
者
授
産
施
設

の
効
果
的
な
運
営

を

期
待
す
る

こ
と
が

で
き
る
場
合

で
あ

っ
て
、

入
所
者

の

処
遇
に
支
障
が
な

い
と
き
は
、
次

の
各
号

に
掲
げ
る
設

備

の

一
部

を

設

け

な

い

こ
と

が

で
き

る
。

一

居
室

二

静
養
童

三

食
堂

四

浴
室

五

洗
面
所

六

便
所

七

医
務
室

八

調
理
室

九

洗

濯
室

十

作
業
室

十

一

更
衣
室

十

二

事
務
室

十

三

相
談
室

十

四

集
会
室

3

身
体
障
害
者

通
所
授
産
施
設
に
は
、
次

の
各
号
に
掲

げ
る
設
備
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、

他

の
社
会
福
祉
施
設
等

の
設
備
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
り

当
該
身
体
障
害
者
通
所
授
産
施
設

の
効
果
的
な
運
営
を

期
待
す
る

こ
と
が
で
き

る
場
合
で
あ

っ
て
、

入
所
者

の

処
遇
に
支
障
が
な

い
と
き
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
設

備

の

一
部

を

設

け

な

い

こ
と

が

で

き

る
。

一

食
堂
兼
集
会
室

二

洗
面
所

三

便
所

四

医
務
室

兼
静
養
室

五

調
理
室

六

作
業
室

七

更
衣
室

八

事
務
室

九

相

談
室

4

前

三
項
各
号

に
掲
げ

る
設
備

の
基
準

は
、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

一

居
室

イ

一
の
居
室

の
定

員
は
、
四
人

以
下
と
す
る

こ
と
。

ロ

地

階

に

設
け

て

は
な

ら

な

い

こ
と

。

ハ

入
所
者

一
人
当

た
り

の
床
面
積
は
、
収
納
設
備

等
を
除
き
、

三

二
二
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上

（
重
度

身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
あ

っ
て
は
、
六
・
六
平

」万
メ
ー

ト

ル

以

上

）

と

す

る

こ
と

。

二

一
以
上

の
出
入

口
は
、
避
難
上
有
効
な
空
地
、

廊
下
又
は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け
る

こ
と
。

二

便
所

居
室
の
あ
る
階
ご
と
に
男
子
用
と
女
子
用
を
別
に

設

け

る

こ

と
。
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三

作
業
室

イ

作
業

に
必

要
な
機

械

器
具
等

を
整
備

す

る

こ

と
。

ロ

作
業
員

一
人
当
た
り

の
床
面
積
は
、

機
械
器
具

等
を
除
き
、

一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る

こ
と
。

四

相
談
室

室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ

た
め

の
間

仕
切
り
等
を
設
け
る

こ
と
。

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
身
体

障
害
者
授

産
施

設

の
設
備

の
基
準

は
、
次

に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

廊

下
の
幅

は
、

一
・

八
メ
ー
ト
ル
以
上

（
重
度
身

体
障

害
者

授
産
施

設
に
あ

っ
て
は
、

二

二

一メ
ー
ト

ル

以

上
）

と

す

る

こ

と
。

二

重

度
身

体
障
害
者

授
産
施

設
の
玄

関
、

居
室

の
出

入
ロ
、
便
所

等
に
は
、
原

則
と
し
て
、
階
段

を
設
け

な

い

こ

と
。

（
職

員
の
配
置
の
基
準
）

第

三
十

二
条

身
体
障
害
者
授
産
施
設

の
う
ち
重
度
身
体

障
害
者

授
産
施

設
及
び
身
体
障
害
者

通
所
授
産
施

設
以

外

の
も
の
に
は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
職
員

を
置
か
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

施

設
長

二

医
師

三

者
諸
姉

四

職
業
指
導
員

五

生

活
指
導
員

2

重
度
身
体
障
害
者
授
産
施
設

に
は
、
次

の
各
号
に
掲

げ

る
職
員

を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

六五 四 三 二 一

施
設

長

医
師

介
護
職
員

保
健
婦

又
は
看
護
婦

職
業
指
導
員

生
活
指
導
員

3

身
体
障
害
者
退
所
授
産
施
設
に

は
、
次

の
各
号

に
掲

げ

る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

施
設
長

二

医
師

三

職
業
指
導
員

四

生
活
指
導
員

4

身
体
障
害
者
授
産
施
設

の
う
ち
重
度
身
体
障
害
者
授

産
施
設
及
び
身

体
障
害
者

適
所
授
産
施
設
以
外

の
も

の

（
視
覚
障
害
者

又
は
聴
覚
・

言
語
障
害
者
を
入
所
さ
せ

る
も
の
に
限
る
。
）
に
置
か
れ
る
生
活
指
導
員

の
う
ち
、

一
人
以
上
は
、

点
字
文
は

口
話
若
し
く
は
手
話
を
解
す

る

こ
と

が

で

き

る
着

で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

5

重
度
身

体
障
害
者
授
産

施
設
に
置
か
れ
る
職

業
指
導

員
、

生
活
指
導

員
、
介
護
職

員
及
び
保
健
婦
又
は
看
護

婦
の
総
数

は
、

通
じ
て
お
お
む
ね
入
所
者

の
数

を
六

・

七
で
除

し
て
得

た
数

以
上

と
す

る
。

（
工
賃

の
支
払
）

第

三
十
三
条

身
体
障
害
者
授
産
施

設
は
、
職
業

に
従
事

し
て
い
る
者

に
、
事
業
収

入
か
ら
事
業

に
必
要
な
経
費

を
控
除

し
た
額

に
相
当
す

る
金
額

を
工
賃

と
し
て
支
払

わ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

（
準

用
）

第

三
十

四
条

第

十

一
条

か
ら

第
十

七

集
ま

で

の
規
定

は
、
身
体
障
害
者
授
産
施
設

に

つ
い
て
準

用
す

る
。

第
六
章

身
体
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー

（
建
築
面
積
）

第

三
十

五
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー

は
、
次

の
各

号

の
区
分

に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
規
定
す

る

建
築
面
積
を
有
す

る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー

A
型

（
身
体
障
害
者

福
祉
セ

ン
タ
ー

の
う
ち
更
生
相
談
、
機
能
訓
練
、

ス

ポ

ー

ツ
及

び

レ

ク

リ

エ
ー

シ

ョ

ン

の
指

導

、

ボ

ラ

ン

テ
ィ
ア

の
養
成
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

の
職

員
に
対
す
る
研
修
そ

の
他
身
体
障
害
者

の
福
祉

の
増

進
を
図
る
事
業
を
総
合
的
に
行
う
も

の
を

い
う
。

以

下
同
じ
。
）

二
千
七
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

二

身
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー

B
型

（
身
体
障
害
者

福
祉
セ

ン
タ
ー

の
う
ち
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成

そ

の
他
身
体
障
害
者

の
福
祉

の
増
進

を
図
る
事
業
を
行

う
も

の
を

い
う
。
以
下
同
じ
J

四
百

二
十
四
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上

三

在
宅
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
施
設

（
身
体
障
害
者

福
祉
セ
ン
タ
ー

の
う
ち
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

事
業

の
み
を
行

う
も

の
を
い
う
。

以
下
同

じ
。
）（
第

四
号

に
掲
げ

る
も

の
を
除

く
。
）

二
百

八
十
平

方

メ
ー
ト
ル
以
上

四

在
宅

障
害
者
デ

イ
サ
ー
ビ

ス
施
設
で
あ

っ
て
他

の

社
会
福

祉
施
設
等
に
併
設
さ
れ
る
も

の

二
百

二
十

平
」万
メ
ー
ト
ル
以
上

（
宿

泊
定

員
）

第
三
十
六
条

障
害

者
更
生
セ

ン
タ
ー

（
身

体
障
害
者

福

祉

セ
ン
タ
ー

の
う
ち
身
体
障

害
者

又
は
そ
の
家
族

に
対

し
、

宿

泊

、

レ

ク

リ

エ
ー

シ

ヨ
ン

そ

の
他
休

養

の

た

め

の
便
宜

を
供

与
す

る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
宿

泊
定

員
は
、

お
お
む
ね
八
十

人
と
す
る
。

（
設
備
の
基
準
）

第

三
十
七
」条

－身
体
障
害
者
福

祉
セ
ン
タ
ー

A
型
に
は
、

お
お

む
ね
次

の
各
号

に
掲
げ

る
設
備

を
設

け
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

一

相
談
室

二

機
能
訓
練

回
復
室

三

社
会
適
応
訓
練
室

四

図
書
室

五

書
庫

六

研
修
室

七

会
議
室

八

日
常
生
活
用
具
展
示
室

九

体
育
館

十

プ
ー
ル

十

一

更
衣
室

十

二

宿
泊
室

十
三

食
堂

十
四

調
理
室

十
五

事
務
室

2

身
体
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー
B
型
に

は
、
お
お
む
ね

次

の
各
号

に
掲

げ

る
設
備

を
設
け

な
け

れ
ば

な
ら
な

い

。
一

相
談
室

二

日
常
生
活
訓
練
室

三

社
会
適
応
訓
練
室
兼
集
会
室

四

作
業
室

五

図
書
室

六

事
務
室

3

在
宅
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
に
は
、
お
お
む
ね

次

の
各
号

に
掲
げ

る
設

備
を
設

け
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

一

相
談
室

二

日
常
生
活
訓
練
室

三

社
全適応訓練室

四

作
業
室

五

更
衣
室

六

シ

ャ

ワ

ー

室

4

障
害
者

凛
生
セ
ン
タ
ー
に
は
、
お

お
む
ね
次

の
各
号

に
掲
げ

る
設
備

を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

相
談
室

二

宿

泊
室

三

浴
室

四

便
所

、

五

洗
面
所

六

娯
楽
室

七

マ

ッ
サ

ー

ジ
室

．

八

訓
練
室

九

会
議
室

十

食
堂

十

一

調
理
室

十

二

売
店

十
三

事
務
室

5

前
項
に
規
定
す
る
も

の
の
は
か
、

障
害
者
更
生
セ

ン

タ
一
に
あ

っ
て
は
、
宿
泊
室
等
を

二
階
以
上

の
階
に
設

け
る
場
合
は
、
傾
斜
路
又
は

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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（
職
員

の
配
置

の
基
盤
T）

第

三
十
八
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー
に
は
、
当
該

身
体
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー

の
運
営
に
必
要
な
職
員
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
準
用
）

第

三
十
九
条

仙第
十

二
条

の
規
定
は
、

障
害
者
更
生
セ

ン

タ

ー

に

つ

い

て
準

用

す

る
。

第
七
章

補
装
具
製
作
施
設

（
設

備

の
基

盤
T）

第
四
十
条

∴
補
装
具
製
作
施
設
に
は
、

号
に
掲
げ

る
設
備
を
設
け
る
ほ
か
、

お
お
む
ね
次

の
各

補
装
具

の
製
作
及

び
修
理

に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

一

診
断
室

六五 四 三 二

▲仮
合
室

型
採
室

作
業
室

訓
練
室

宿
泊
室

七

事
務
室

．

（
職
員

の
配
置

の
基
準
）

第
四
十

一
条

補
装
具
製
作
施
設
に
は
、
次

の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
を
置

か
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

一

施
設
長

二

義
肢
装
具
技
術
員

三

訓
練
指
導
員

（
職
員

の
資
格
要
件
）
、

仙弟
四
十

二
条

施
設
長
は
、
社
会
福
祉
事
業
に
五
年
以
上

従
事
し
た
者

又
は
補
装
具
製
作
施
設

の
施
設
長
と
し

て

必
要

な
学

識
経

験
を
有

す

る
着

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

2

義
肢
装
具
技
術
員
は
、
解
剖
学
及
び
生
理
学
に
関
す

る
基
礎
理
論

（
義
肢
装
具
に
係

る
部
分
に
限
る
。
次
項

に
お

い
て
同
じ
。
）
に
精
通
し
、
か

つ
、
義
肢
装
具

の
製

作
に
閲
し
五
年
以
上

の
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な

ら

な

い
。

3

訓
練
指
導
員
は
、
解
剖
学
及
び
生
理
学

に
関
す

る
基

礎
理
論
に
精
通
し
、
か

つ
、
理
学
療
法
及
び
作
業
療
法

に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
着
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
準
用
）

仙弟
四
十
三
集

第
十

二
条

の
規
定
は
、
‥補
装
具
山製
作
施
設

に

つ
い

て
進
丁用

す

る
。

第
八
章

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

（
設
備

の
基
準
）

仙弟
四
十
四
条

点
字
図
書
館

（
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供

施
設

の
う
ち
点
字
刊
行
物
及
び
視
覚
障
害
者
用

の
録
音

物

の
貸
出
し
そ

の
他
利
用
に
係

る
事
業
を
主
と
し

て
行

う

も

の
を

い
う

。

以

下

同

じ
。
）
に

は
、

お

お

む

ね

次

の

各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

一

閲
覧
室

二

録
音
童

三

印
刷
室

四

聴
読
室

五

発
送
董

六

書
庫

七

研
修
室

八

相
談
室

九

事
務
室

2

点
字
出
版
施
設

（
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

の

う
ち
点
字
刊
行
物

の
出
版

に
係

る
事
業

を
主
と
し

て
行

う

も

の
を

い
う

。

以

下

同

じ
。
）
に

は
、

お

お

む

ね

次

の

各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

一

製
版
室

二

校

正

室

■

三

印
刷
室

四

製
本
室

五

事
務
室

六

倉
庫

2

聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
（
視
聴
覚
障
害
者
情
報

提
供
施
設

の
う
ち
聴
覚
障
害
者
用

の
録

画
物

の
製
作
及

び

貸
出

し
に
係

る
事
業

を
主

と
し

て
行

う
も

の
を

い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、
お
お
む
ね
次

の
各
号

に
掲
げ

る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

一

貸
出
利
用
量

二

試
写
箋

三

情
報
機
仙器
利
用
室

四

製
作
室

五

発
送
室

六

相
…談
室

七

研
修
室
兼
会
議
室

八

事
務
室

4

前

三
項
に
規
定
す

る
も

の
の
ほ
か
、
視
聴
覚
障
害
者

情
報
提
供
施
設

の
設
備

の
基
盤
Tは
、
次
に
定
め
る
と

こ

ろ
に

よ

る

。

一

点
字
図
書
館
に

は
、
点
字
刊
行
物
及
び
視
覚
障
害

者
用

の
録
音
物

の
利
用
に
必
要
な
機
械
器
具
等
を
備

え

る

こ
と

。

二

点
字
出
版
施
設

に
は
、
点
字
刊
行
物

の
出
版
等
に

必
要
な
機
械
器
具
等
を
備
え

る
こ
と
。

三

聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

に
は
、
試
写
等
に
必

要
な
機
械
器
具
等

を
備
え

る
こ
と
。

（
職
見

の
配
置

の
基
準
）

第
四
十

五
条

点
字
図
書
館
に

は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る

職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

施
設
長

二

司

書

三

点
字
指
導
員

四

貸
出
閲
覧
員

五

校
正
員

2

点
字
出
版
施
設

に
は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
職
員
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

施
設
長

二

編
集
員

三

製
版
員

四

校
正
貞

五

印
刷
貞

六

製
本
】見

3

聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設

に
は
、
施
設
長

そ
の
他

当
該
聴
覚
障
害
者
情
報
授
供
施
設

の
運
営

に
必
要
な
職

員
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

（
職
員

の
資
格
要
件
）

】弟
四
十
六
条

点
字
図
書
館

の
施
設
長
は
、
司
書
と
し
て

三
年
以
上
勤
務
し
た
者
、
社
会
福
祉
事
業
に
五
年
以
上

従
事
し
た
者

又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上

の
能
力
を
有
す

る
と

認

め

ら

れ

る
着

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

2

点
字
出
版
施
設

の
施
設
長
は
、
社
会
福
祉
事
業
に
五

年
以
上
従
事
し
た
者

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
能
力
を

有
す

る
と
認
め

ら
れ

る
着
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
準
用
）

第

四
十
七
集

第
十

二
条

の
規
定
は
、

視
聴
覚
障
害
者
情

報
提
供
施
設
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十

二
年

四
月

一
日
か
ら
施
行
す

る
。

○
厚
生
省
令
】弟
五
十

五
号

医
師
法

（
昭
和

二
十

三
年
法
律
第

二
百

一
号
）
h第
十
六

条
、
あ
ん
摩

マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、

き
ゆ
う
師

等

に
関
す

る
法
律
（
昭
和

二
十

二
年
法
律
第

二
百
十
七
号
）

第
十

一
条
第

一
項
、
歯
科

医
師
法

（
昭
和

二
十
三
年
法
律

第

二
百

二
号
）
第
十
六
条
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
（
昭

和

二
十

三
年
法
律
第

二
百

三
号
）
第

二
十

八
条
、
歯
科
衛

生
士
法

（
昭
和

二
十

三
年
法
律
第

二
百

四
号
）
第
九
条
及

び
第
十

二
条

の
九
、
診
療
放
射
線
技
師
法

（
昭
和

二
十
六

年
法
律
第

二
百

二
十
六
号
）
第

二
十

二
条
及
び
第

二
十

三

粂
、
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等

に
関
す

る
法
律

（
昭
和

三
十

三
年
法
律
第

七
十
六
号
）
第
十
七
条
、
理
学

療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三

十

七
号
）
第
十

四
条
、
柔
道
整
復
師
法

（
昭
和

四
十
五
年

法
律
第
十
九
号
）
第
九
条

及
び
第
十

四
条
、
視
能
訓
練
士

法

（
昭
和

四
十
六
年
法
律
第
六
十

四
号
）
第
十
六
条
、
臨

床

工
学
技
士
法

（
昭
和

六
十

二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
九

粂

及
び
第

三
十
六
条
、
義
肢
装
具
士
法

（
昭
和
六
十

二
年

法
律
第
六
十

一
号
）
第
九
粂
及
び
第
三
十
六
条
、
救
急
救

命
士
法

（
平
成

三
年
法
律
第

三
十
六
号
）
第

四
十

二
条
、

言
語
聴
覚
士
法

（
平
成
九
年
法
律
第
百

三
十

二
号
）
第

四

十

一
条
、

医
師
法
施
行
令

（
昭
和

二
十
八
年
政
令
第

三
百

八
十

二
号
）
第
六
条
第

三
項
、
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
令


